
 

 

相模原市立小学校給食配膳業務委託学校別仕様書 

 

１ 件名 

  相模原市立小学校給食配膳業務委託（弥栄小学校） 

 

２ 履行場所 

  相模原市立弥栄小学校 

  所在地 相模原市中央区弥栄３丁目１番１０号 

電 話 ０４２－７５５－３１１９ 

 

３ 担当学校給食センター 

  上溝学校給食センター 

  所在地 相模原市中央区上溝１８８０－８ 

  電 話 ０４２－７８６－２０２２ 

 

４ 給食実施日数 

  給食実施日数は次の実施計画表のとおりとする。ただし、学校行事等の都合に

より変更を生じる場合は、事前に指示する。 

 〔令和８年度 年間給食実施計画表〕 

月 回 数 備   考 月 回 数 備   考 

８月 ０回  
開始前準備  

１１月 １８回 
 

 

９月 １９回  
開始前準備 

9/1 給食開始  
１２月 １６回 

12/22 給食終了 

後片付け 

１０月 ２１回  
 

  
 

 計 ７４回  
 

５ 給食時間 

  午後０時１０分 ～ 午後１時００分 

  ただし、学校行事等で時間を変更する場合は、その都度指示する。 

 

６ 配膳業務等の履行 

  受注者は、共通仕様書、作業基準及び手入れ基準に従うほか、次の各号に従い、

適切に配膳業務等を行わなければならない。 

（１）学校直送品の配食は、次のとおり行う。 

  ［学校直送品の種類］ 

食品 使用する食缶 

牛乳、ジュース、飲むヨーグルト等の飲料 牛乳缶 



パン、個包装のナン等 パン箱 

ヨーグルト、ゼリー等 フライバット（デザート用） 

ア 配膳室内の水道は手洗い場のみであり、シンク及び消毒保管庫を設置して

いないため、別紙作業基準における食缶及び配膳器具の洗浄および保管庫に

よる消毒のほか、保管庫の清掃・点検に関する項目は実施しない。 

イ 学校直送品の配食に使用する食缶は学校給食センターにて洗浄・消毒・保

管し、給食実施日の都度学校に配送する。 

ウ 配食は、各クラス、職員室及び給食室（以下「各クラス等」という。）用の

別で行い、それぞれ指示された種類、数量を専用の食缶等に入れる。 

エ 牛乳及びジュース等（以下「牛乳等」という。）は、納品後速やかに検収し、

各クラス等用にそれぞれ指示された数量を専用の牛乳缶に配食し、配食後は

牛乳保冷庫にて保管する。 

オ パンは、納品後速やかに検収し、各クラス等用にそれぞれ指示された数量

を専用のパン箱に分け、パンラックの所定の位置で保管する。 

  なお、パンの大きさは原則３種類（①１・２年生用、②３・４年生用、③

５・６年生及び教職員用）あるため、１～４年生の学級担任用のパンはロー

ルポリ袋に入れた上で配食する。 

カ 配食時間は、「給食受入校記録表」に記録する。 

（２）食缶の運搬及び回収は、次のとおり行う。 

ア １年生、３年生及び職員室分の食缶及び食器等は、専用の運搬車に載せる。

その他の学年の食缶及び食器等（パン箱を除く）については、児童への受渡

しまでコンテナ内で保管する。 

イ 配膳室における給食の受渡しに際しては、混乱することのないよう児童の

列の整理等に努め、食缶、食器等の引き取りを補助する。 

ウ 配膳室における食缶・食器等の返却に際しては、配膳室内に立ち会い、必

要により児童を補助する。 

エ 運搬方法について変更が必要となった場合は、必要に応じて発注者、受注

者及び学校で協議をする。 

（３）給食時間中、食器の不足等の訴えがあった場合は、適切に対応する。 

（４）残菜の処理は、作業基準に従い行う。 

（５）配膳室以外では、残菜の処理をしてはならない。ただし、牛乳の残量につい

ては、専用のバケツにて返却されるため、残量の計量後、所定の洗い場で洗浄

を行う。 

（６）配膳その他の業務で不明な点があるときは、速やかに発注者及び学校・学校

給食センターの指導、助言を求め、円滑な業務の履行に努めなければならない。 

 

７ 配膳室等の使用及び管理 

（１）受注者は、配膳室等の使用及び管理に当たり、次の各事項を遵守しなければ 

ならない。 

ア 配膳室への入室に際しては、職員室にて申告後、鍵を所定の場所から借り受

けて開錠し、１日の業務完了後は、施錠して鍵を元の場所に戻し、退室の申



告をする。また、鍵を借り受ける者は、業務責任者又は業務責任者が事前に

申し出た者とし、配膳室の使用中は鍵を管理する。 

イ １日の業務完了後、水道栓の確認、消灯、戸締りを確実に行う。 

ウ 配膳室等の使用にあたっては、節電、節水及び廃棄物の削減に努める。 

エ 配膳室の使用開始時間を早め、又は使用終了時間を延長して使用する場合は、

事前に学校長の許可を得るとともに、入退校時の対処につき指示を受ける。 

オ 配膳室内に新たに備品等を設置又は納入する場合は、事前に学校長等の許可

を得るとともに、その設置、保管場所等につき調整する。また、その維持管

理にかかる経費は、受注者の負担とする。 

（２）受注者は、委託業務の履行上使用する備品等以外の学校の備品等を使用して

はならない。ただし、学校長が特に認めた場合は、この限りでない。 

（３）受注者は、車両を校内に駐車してはならない。ただし、学校長が特に認めた

場合は、この限りでない。 

（４）受注者は、定期的に配膳室の周辺廊下等の清掃等に努めるものとする。 

（５）受注者は、校内及び学校周辺で喫煙してはならない。 

 

８  疑義等の協議 

この仕様書の記載事項に疑義又は変更の必要が生じた場合は、その都度、発注

者及び受注者が協議の上、定めるものとする。 


